
 

 

 

 

 

令和５年１２月の第１回開校準備委員会（全体会）からス

タートして以降、約２年間にわたり開校に向けて調整等が必

要なテーマについて検討を行ってきました。 

この度、開校準備委員会のこれまでの各部会における検討

状況についてお知らせするため、「開校準備委員会だより」を

発行いたします。 

 

１ 校歌に関すること 

〇 次の方々へ制作を依頼しました。 

作曲 福田 直樹（ふくだ なおき）氏 

（音楽家・ピアニスト、南原地区在住） 

作詞 金沢 真（かねざわ まこと）氏 

（元二中校長、元南原中教頭、国語科教員） 

〇 二中及び三中の生徒から歌詞に入れたいと思う言葉

（フレーズ、単語）を募集しました（応募数 24 件）。 

米沢市立南成中学校校歌の歌詞 
 

斜平の峰わたる 

爽やかな風が吹く 

やさしくあれと 

いちりんの かたくりが 

凛と咲くように 

根を張り 信じて 

生きてゆこう 

吾妻から吹きおろす 

凍てつく風が舞う 

強くあれと 

いっぽんの こめつがが 

天をつくように 

まっすぐに ひたむきに 

歩んでゆこう 

 

なせばなる 南成中に 

学ぶ われら 

２ 校章に関すること 

〇 校章デザイン案の一般募集

を行いました（応募数 101件）。 

〇 応募作を総務部会で選考し、

全体会で最終案が決定されま

した。 

〇 教育委員会において、最終

案を校章デザインに決定しま

した。 

３ 校旗に関すること 

総務部会において仕様を決定しました。 

〔主な仕様 生地：青、校章：緑と金、文字：金〕 

４ 交流事業に関すること 

二中と三中の生徒同士が顔なじみになって、南成中

学校での学校生活が楽しみになるよう、令和６年度に

３回、令和７年度に６回の交流を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 部活動に関すること 

〇 現在二中及び三中に設置の部活動を維持することと

し、開校時に設置される部活動は、次のとおりです。 

野球、バスケットボール（男女）、バレーボール

（男女）、ソフトテニス（男女）、バドミントン

（男女）、サッカー、ソフトボール、体操、卓球

（男女）、剣道、陸上、吹奏楽、総合文化 

○ 必要な物品、用具等については、使用できるものは

引き続き使用し、新たに購入する必要のあるものにつ

いては、計画的な調達を進めました。 

６ 学校施設整備に関すること 

事業概要及びスケジュールは次のとおりです。 

工事名 工事期間 

南成中学校新校舎の建設工事 R6.6～R8.3 

校内通路及び駐車場等の外構工事 R6.4～R9.3 

第二中学校校舎の解体工事 R8.4～R9.5(予定) 

グラウンド及びテニスコートの整備 R9.4～R10.3(予定) 

⦿南成中学校整備事業の進捗状況は、右記

の二次元コードから御覧になれます（教育

委員会のホームページに繋がります。）。 

URL 
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/10/10

33/nanseichu/8276.html 

７ 学校と地域の連携に関すること 

二中及び三中の生徒の校区内の地区行事等への参加

及び中学校活動への地区の関わりについて、現状把握

を行い、開校後に各地区と学校間で個別に話し合いを

しながら、生徒の学校活動に無理がかからないように

十分に配慮し、より良い連携の形を探っていくことと

なりました。 

 

◆ ＰＴＡ・後援会部会 

１ ＰТＡ組織及び後援会組織の規約等に関すること 

⑴ 部会における検討経過 

組織体制、役員体制等を検討のうえ、規約案を作成

し、二中及び三中の各教育会の賛同をいただきました。 

⑵ 組織の名称案 

新ＰТＡ組織 米沢市立南成中学校教育会 

新後援会組織 米沢市立南成中学校文化体育後援会 

⑶ 規約の承認手続 

開校後、最初の総会で承認を得ることとなりました。 

⑷ 会費（運営のための保護者負担） 

二中及び三中で精査のうえ決定することとなりました。 

２ ＰＴＡの交流について 

二中及び三中の教育会役員による検討会を２度実施

しました。 

◆ 総務部会 

米沢市立南成中学校 

開校準備委員会だより 

南成中学校校章 

次ページに続く☛ 



◆ 同窓会部会 

開校時、同窓会組織を立ち上げないこととしました。

二中及び三中の同窓会組織は、閉校に伴い解散する予

定としており、財務会計処理について各同窓会と学校

間で協議のうえ適切に対応します。 

 

◆ 通学部会 

１ スクールバスの運行に関すること 

⑴ スクールバスの対象者及び運行エリアについて 

○ 学校の再編統合に伴い遠距離通学となる子ども達

を支援するためにスクールバスを運行します。 

○ 中学校の遠距離通学については国の基準では６㎞

以上ですが、本市の学校統合に伴うスクールバス対

象エリアの設定に当たっては、従来よりも学区が広

範囲になることを勘案し、小学校の遠距離通学の基

準である４㎞以遠を基準としました。 

○ ４㎞ちょうどでの線引きが難しい箇所では、４㎞

から３㎞の範囲内で、道路状況や地形等の周辺の諸

状況を勘案したうえで設定しました。 

⑵ スクールバスの運行方法について 

○ マイクロバス４台とタクシー３台を使用します。 

○ スクールバス対象者は、一年を通してスクールバ

スを利用しての通学となります。 

⑶ 情報発信及び周知方法 

○ スクールバス対象エリア及びその設定に当たって

の経緯等について、二中、三中、南部小、愛宕小、

南原小及び西部小の保護者へお知らせしました。 

○ お知らせ文書に二次元コードを掲載してインター

ネット経由で保護者の皆さんからの問い合わせ等を

受け付け、個別に回答しました。併せて市ホームペ

ージに内容を掲載して情報発信を行いました。 

○ スクールバス利用対象者に対する説明会を実施し

ました。 

① 令和８年度に入学予定の児童の保護者向けに、令

和７年１１月に開催 

② 現中学２年生及び１年生の保護者向けに、令和８

年２月に３回開催 

⑷ スクールバスの運行ルート及び乗降場所について 

ルート(使用車両) 乗 降 場 所 

①南原中バス 

（マイクロバス） 

繰返バス停～南原コミュニティセンター

バス停～南成中学校 

②森林バス 

（マイクロバス） 

森林組合バス停～南成中学校 

③南原小バス 

（マイクロバス） 

南原小学校バス停～南成中学校 

④小野川バス 

（マイクロバス） 

温泉駐車場バス停～小野川温泉バス停

～窪バス停～備越バス停～赤芝バス停

～舘山南バス停～舘山北バス停～南成

中学校 

⑤関タクシー 

（タクシー） 

白布温泉バス停～杉の下バス停～船坂

口バス停～南成中学校 

ルート(使用車両) 乗 降 場 所 

⑥簗沢タクシー 

（タクシー） 

中沢バス停～三沢コミュニティセンター

バス停～備越バス停～南成中学校 

⑦田沢タクシー 

（タクシー） 

紙漉バス停～田沢コミュニティセンター

バス停～上ノ町バス停～下ノ町バス停

～矢子境バス停～南成中学校 

○ 新たにスクールバス・タクシーを運行する④⑥⑦

の乗降場所については、生徒の移動距離が長距離に

ならないよう考慮し、市施設又は公共的施設のほか、

個人・民間企業にもご協力いただき設定しました。 

２ 自転車通学に関すること 

スクールバス対象者を除き、自転車通学を希望する生

徒は、全員自転車を使用することができます。 

３ 通学の安全に関すること 

○ 幹線道路等の比較的道幅の広い道路の利用を基本

とし、登下校時の利用が想定される経路について安

全確認を行いました。 

○ 想定される通学経路の除排雪及び交通安全につい

て、特に配慮等が必要な事項について、市の除雪担

当課及び交通安全担当課に申し入れました。 

○ 「登下校時の見守り」の協力に関するお願いチラシ

を作成し、沿線地域に隣組回覧をお願いしました。 

（チラシの主旨） 

多くの子どもたちが徒歩や自転車で通学することにな

り、特に第三中学校方面から通う生徒にとって初めて通

学で通る道路もありますので、子どもたちが安全に通学

できるよう、登下校の時間帯でお気づきになった際は、

子どもたちの見守りに御協力ください。 

⦿中学生の登下校時間（おおよその時間帯） 

登校時間 午前 7時頃～午前 8時 15分頃 

下校時間 午後 2時 10分頃～午後 4時 30分頃 

三中学区から南成中に向かう主な通学経路 

 

〇 令和７年度の二中及び三中のＰＴＡ役員に、開校

後の一週間、交通安全指導をお願いしました。また、

同期間、学校付近各所で教職員が立哨を行います。 

 

発行日：令和８年３月 

発行者：南成中学校開校準備委員会事務局 

米沢市教育委員会学校教育課 

適正規模･適正配置推進室 電話(22)5111 (内線 7302)  
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●            

多くの生徒が通行すると想定される地点
南成中


